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 平成 20 年４月２日から平成 26 年

４月１日生まれの方を３人以上養

育している 

保護者が市内に住所を有する 

平成 20 年４月２日から平成 26 年

４月１日生まれの一番上の方から

数えて３人目以降が市内に住所を

有する 

学校給食費の未納がない（小・中

学校分） 

平成 20 年４月２日から平成 26 年

４月１日生まれの一番上の方から

数えて３人目以降が鴻巣市立の中

学校に在籍している 

平成 20 年４月２日から平成 26

年４月１日生まれの一番上の方

から数えて３人目以降が市立外

（私立や県立など）の中学校

（中等部）に在籍している 

多子世帯に該当しない

ため、申請できません 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

多子世帯に該当するため、免除対

象となります 

「鴻巣市給食費免除申請書」を提

出いただき、申請書の審査で免除

決定（令和８年４月上旬発送予

定）ののち、給食費が免除されま

す 

市立外多子世帯負担軽減事業の

対象となる可能性があります 

詳細は後日送付される「市立外

小・中学校等給食費等の多子世

帯保護者負担軽減事業のお知ら

せ」や市ホームページをご確認

ください 

はい はい 

※本事業は令和８年度の学年で高校３年生にあたる学年から中学１年生に相当す
る方（平成 20 年 4 月 2 日生まれから平成 26 年 4 月１日生まれ）を 3 人以上養育
する保護者を対象としています。 


